
岬町農業委員会議事録

岬町農業委員会

（令和３年４月）



日 時 令和 ３年 ４月 ６日（火） 午後 １３時 ３０分～

場 所 岬町役場２階会議室

出席委員及び欠席委員内訳

（出欠欄・・・〇→出席、×→欠席、◎→出席かつ議事録署名委員）

（議長は会長が務める）

委員会参加者

事務局長 新保 太基

書記 大西 雄太

傍聴者

なし

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため以下の取組みを実施】

・議案書等を事前配布、質疑応答の事前実施等、質疑時間の短縮に努める。

・会議に入る際は、アルコール消毒、マスクの着用の徹底。

・一定以上の座席間隔を確保。

・会場の喚起の徹底。

番号 氏名 出欠 番号 氏名 出欠

会長 下出 忠 〇 ６ 松尾 善裕 〇

職務代理 田中 悟 〇 ７ 澤田 郁 〇

１ 辻 康一 ◎ ８ 川端 修 〇

２ 中野 嘉一 ◎ ９ 川村 俊昭 〇

３ 寺田 伸之 〇 １０ 大道 明 〇

４ 茂野 憲一 〇 １１ 奥野 久巳 〇

５ 木下 喜久子 ◯ １２ 坂原 勇治 〇



（議長） 挨拶

本日の会議出席数の報告 委員１４名中１４名出席。

過半数に達しているため、農業委員会に関する規程により本会議が成立していることを宣

言。

本日の議事録署名委員は、１番 辻委員、２番 中野委員にお願いします。

それでは、議案の審議に移ります。報告第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請

について、事務局より説明お願いします。

（事務局） 事務局よりご説明します。

本件は、農業を目的とした農地の所有権移転の申請です。

所在地が岬町多奈川西畑●●他２筆、地目が田２筆、畑１筆、総面積が８２２㎡です。

譲受人は、農業を営む個人で申請地を譲り受け、タケノコ、果樹を育てる計画が提出されて

います。譲受人の農業経験は１０年で、世帯員１名とともに年間２００日程度農業に従事し

ております。申請地は、自宅から車で５分程度の距離に位置し、継続的な営農が見込めます。

譲受人は、本町の下限面積である２０ａの要件を満たしており、長期にわたり地元で農業

を営んできていることから、地域の実態に応じた営農が見込まれます。

本申請にあたり、記載内容、必要書類の完備、法的要件を満たしていることを報告いたしま

す。以上です。

（議長） ただ今の議案についてご質問ございませんか。

なければ、本件は許可してよろしいか。

（委員一同）異議なし。

（議長） 続きまして、議案第２号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、事務局より説

明をお願いします。

（事務局） 事務局よりご説明します。

本件は、農業を目的とした農地の所有権移転の申請です。

所在地が岬町多奈川西畑●●他１筆、地目が畑、総面積が２，０３８㎡です。譲受人は、農

業を営む個人で申請地を譲り受け、タケノコを育てる計画が提出されています。譲受人の農

業経験は２０年で、世帯員１名とともに年間２００日程度農業に従事しております。申請地

は、自宅から車で５分程度の距離に位置し、継続的な営農が見込めます。譲受人は、本町の

下限面積である２０ａの要件を満たしており、長期にわたり地元で農業を営んできている

ことから、地域の実態に応じた営農が見込まれます。

本申請にあたり、記載内容、必要書類の完備、法的要件を満たしていることを報告いたしま

す。

以上です。

（議長） ただ今の議案についてご質問ございませんか。

なければ、本件は許可してよろしいか。

（委員一同）異議なし。

（ 開 会 ）



（議長） 以上を持ちまして本日の日程はすべて終了いたしましたので閉会いたします。ありがとう

ございました。

（ 閉 会 ）


